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令和元年第２回長与町議会定例会 

議事日程（第２号） 

 

  令和元年６月５日（水） 

  午前９時３０分開議  

日程 議案番号 件        名 備考 

１ ２９ 長与町森林環境譲与税基金条例 産厚 

２ ３０ 長与町印鑑条例の一部を改正する条例 産厚 

３ ３１ 長与町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 産厚 

４ ３２ 
長与町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 
産厚 

５ ３３ 
長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正

する条例 
総文 

６ ３４ 
長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 
総文 

７ ３５ 
長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 
総文 

８ ３６ 
長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 
総文 

９ ３７ 長与町武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 総文 

１０ ３８ 長与町立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例 総文 

１１ ３９ 
長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例 
総文 

１２ ４０ 
長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 
総文 

１３ ４１ 
長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 
総文 

１４ ４２ 
長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例 
総文 

１５ ４３ 長与町勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例 総文 

１６ ４４ 長与町働く婦人の家条例の一部を改正する条例 総文 

１７ ４５ 
長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 
総文 

１８ ４６ 
長与南交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 
総文 



１９ ４７ 
長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 
総文 

２０ ４８ 長与町駐車場条例の一部を改正する条例 総文 

２１ ４９ 長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 産厚 

２２ ５０ 
長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例の一部を改

正する条例 
産厚 

２３ ５１ 長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 産厚 

２４ ５２ 
長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 
産厚 

２５ ５３ 長与町都市公園条例の一部を改正する条例 産厚 

２６ ５４ 
長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例 
産厚 

２７ ５５ 長与町水道給水条例の一部を改正する条例 産厚 

２８ ５６ 令和元年度長与町一般会計補正予算（第１号） 総文 

                               ※付託予定の委員会     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆さんおはようございます。会議を開く前に、町長より都合により本日の会議に出席

できない旨の届け出がありましたので、皆様にお知らせをしておきます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

日程第１、議案第２９号長与町森林環境譲与税基金条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

こちらの長与町森林環境譲与税基本条例について質問なんですが、こちら新しく創設

された税ということで、市町村が行う間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進

や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用並びに都道府県が行う市町村による

森林整備に対する支援等に関する費用に充てなければならないとなっていると思うので

すが、新しく創設された税ということで、使い道はこれから検討されることとは承知し

ておりますけれども、予定と言いますか、具体的に長与町ではどういった使途に使われ

る見込みがあるのか、もし分かればということと、実際にこちらは、金額ですね、１年

間で、初年度だけでも幾らほどが見込まれているのかというのをお伺いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

川内産業振興課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

お答えいたします。まず使途についてでございますが、きちんとした使途についての

考え等はございませんが、法の方で明文化されてますとおり森林活動、森林整備の担い

手人材育成ですね、そういうものに使うようにとなっておりますので、森林の方の整備、

あとは森林活動の教育等の方の経費に使わせていただければと思っております。令和元

年度の譲与税の金額といたしましては１８８万円を予定しております。以上になります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

ほかに質疑ありませんか。 

河野議員。 

○１２番（河野龍二議員） 

私も基本的に同じようなことをお伺いしますけども、提案理由の中に町が実施する森

林整備とあります。そういう意味では、今後町が独自で行う森林整備についてはこの費

用が使えるというふうな形で考えていいものなのか、そこに先程いろいろ述べられまし

た縛りがあるものなのか、そこの辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

川内産業振興課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

お答えいたします。森林についての縛りがございまして、一応国の方では基本的には



人工林を対象というふうになっております。以上になります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第２９号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第２９号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２、議案３０号長与町印鑑条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３０号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第３０号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第３、議案第３１号長与町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

河野議員。 

○１２番（河野龍二議員） 

条例の中で、第１４条保証人及び利率が今回新たにこの条例に加えられていますけど、

これを追加した背景が分かれば教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田福祉課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

まず、これまでは災害弔慰金の支給等に関する法律及び施行令におきまして、災害援

護資金の貸し付けにつきましては保証人を立てること、また利率につきましては年３％

とするというような規定がございました。今回、法律及び施行令の改正がございまして、

保証人と利率につきましては条例で定めることというようなことになっております。そ

れにおきましての改定でございますが、本町では、今回基本的には保証人をつけていた

だいて、利子につきましては無利子ということでありますけれども、ただし、どうして



も保証人をつけれない方につきましては年１.５％の利率とするということにさせてい

ただくものでございます。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

河野議員。 

○１２番（河野龍二議員） 

この中で、保証人は立てなければならない、ただし広範囲にわたる大規模災害という

ふうな場合においては、保証人を立てることが困難と認めるというふうな形であります。

これは町長が、特別に認めてるという形ですけども。いわゆるその広範囲にわたる大規

模災害というのがどういう規定になるものなのか、あともう１つ、やはり災害時におい

て保証人を立てるというのが非常に難しくなるんではないかというふうに思いますけど

も、その辺についてはもう少し緩和できるような状況がないものなのか、その点があれ

ば教えていただきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田福祉課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

保証人をまず立てるか立てないかということなんですけれども、先程ちょっと御説明

が不足してました。当初法律の方で保証人を立てること、そして年３％というのが決ま

っていたんですけれども、東日本大震災が発生した際に、援護資金の貸し付けを行う対

象者の方につきましてはどうしても保証人を立てることができない方がいらっしゃった

ということで、国の方で特別措置が行われました。その内容としましては、基本的には

保証人を立てることなんですが、保証人を立てる方については無利子、立てきれない方

につきましては１.５％という特別措置がありました。そういったことがありまして、

この利率を保証人を立てることができない方につきましては１.５％ということの規定

をさせていただいたところでございます。また、広範囲にわたる災害という基準なんで

すけれども、この援護資金の貸し付けにつきましては、いろんな基準があるんですが、

大きく言いますと災害救助法の適用を受けるような災害が起こった場合というのが適用

の基準になってまいります。その中で、ある一定の基準が国の方でも示されているわけ

ですけれども、そういったものを参考にしながら、町としましても、何戸までとかいう

町での基準は今のところございませんが、一定その被害の規模を見ながら、そういった

形での貸し付けの申請受付をしていきたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３１号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第３１号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける



ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３１号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第４、議案第３２号長与町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３２号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第３２号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３２号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第５、議案第３３号長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３３号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第３３号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３３号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第６、議案第３４号長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３４号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第３４号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３４号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第７、議案第３５号長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例の一部を改



正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３５号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第３５号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３５号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第８、議案第３６号長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３６号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第３６号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３６号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第９、議案第３７号長与町武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３７号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第３７号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３７号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１０、議案第３８号長与町立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例を

議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３８号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第３８号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３８号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１１、議案第３９号長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３９号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第３９号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３９号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１２、議案第４０号長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４０号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４０号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４０号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１３、議案第４１号長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４１号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４１号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４１号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１４、議案第４２号長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関



する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４２号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４２号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４２号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１５、議案第４３号長与町勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例を議題

とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４３号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４３号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４３号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１６、議案第４４号長与町働く婦人の家条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４４号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４４号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４４号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１７、議案第４５号長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４５号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４５号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける



ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４５号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１８、議案第４６号長与南交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４６号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４６号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４６号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第１９、議案第４７号長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４７号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４７号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４７号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２０、議案第４８号長与町駐車場条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４８号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第４８号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４８号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２１、議案第４９号長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 



質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第４９号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第４９号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４９号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２２、議案第５０号長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例の一

部を改正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第５０号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第５０号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第５０号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２３、議案第５１号長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題と

します。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第５１号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第５１号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第５１号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２４、議案第５２号長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第５２号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第５２号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



異議なしと認めます。したがって、議案第５２号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２５、議案第５３号長与町都市公園条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

今回の定例会で上程されております条例の改正案とは、主に消費税が８％から１０％

に上がるというのを想定しての改正だと思うんですが、長与町都市公園条例の一部を改

正する条例におきましては、例えば現在１００円で使える使用料が改正案で１１０円に

なっている。例えば長与総合公園のテニス広場の壁打ちコートの町民の平日１時間当た

りの使用料が、現在税込み１００円のところが税込み１１０円になっていると思うんで

すが、つまり今回１０８円のものが１１０円になるのではなくて、１００円のものが１

１０円になるというのは消費税率の分だけではない実質的な値上げと思うのですが、そ

の認識で間違いないでしょうか。もし実質的な値上げということであれば、その理由と

言いますか根拠というのをお伺いしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

青田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（青田浩二君） 

使用料につきましては、使用料に消費税をかけて１０円未満を切り捨てた額としてお

ります。本来ならば使用料は１０８円のところを１０円未満切り捨てて１００円と現行

しております。改正の分が１０％ということで、１１０円ということで改定をさせてい

ただいております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第５３号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第５３号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第５３号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２６、議案第５４号長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



ただいま議題となっています議案第５４号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第５４号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第５４号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２７、議案第５５号長与町水道給水条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第５５号は、産業厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員会に付託しました議案第５５号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第５５号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

日程第２８、議案第５６号令和元年度長与町一般会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

１６、１７ページですが、中学校の研究ということで県からの委託を受けてるわけで

すけれども、どこの学校がやるのか。どういう研究をするのか、何年間の研究事業であ

るのか、あるいは何かこれを発表していくのか、ちょっとその点をお尋ねいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金﨑教育委員会理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

お答えいたします。まず２件の研究発表がございます。１件は長与中学校です。長与

中学校の研究発表は学力向上に関する研究発表でございます。期間は２年間です。本年

度が中間発表、来年度が本発表となります。もう１件が高田中学校です。高田中学校に

おきましてはふるさとキャリア教育がテーマでございます。これは、起業、なりわいを

起こすという起業でございますが、起業家の教育を中心とした研究発表でございます。

期間は２年間。来年度が本発表になっております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



ただいま議題となっています議案第５６号は、総務文教常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第５６号は、会議規

則第４６条第１項の規定によって、６月１３日までに審査を終了するよう期限をつける

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第５６号は６月１３日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。明日も定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

（散会 １０時１５分） 


